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公 布 さ れ た 条 例 の あ ら ま し 

 

○ 滋賀県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関

する条例の一部を改正する条例（条例第41号） 

１ 個人番号を利用することができる事務として条例で定める事務の一部の削除等を行うこととしました。（別表第

１および別表第２関係） 

２ この条例は、公布の日から施行することとしました。 

○ 滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例の一部を改正する条例（条例第42号） 

１ 災害対策基本法（昭和36年法律第223号）の一部改正に伴い、必要な規定の整理を行うこととしました。（第22条

関係） 

２ この条例は、公布の日から施行することとしました。 

○ 滋賀県国営土地改良事業負担金等徴収条例の一部を改正する条例（条例第43号） 

１ 負担金の徴収が完了している大中の湖地区国営土地改良事業について、負担金の徴収の対象から除くこととしま

した。（別表関係） 

２ 東近江地区国営土地改良事業について、土地改良法（昭和24年法律第195号）第90条第２項の規定に基づく国営土

地改良事業に係る負担金を徴収することとし、負担金の総額は、同条第１項の規定による当該国営土地改良事業に

係る負担金の額に100分の9.4を乗じて得た額とすることとしました。（別表関係） 

３ この条例は、公布の日から施行することとしました。 

○ 滋賀県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例（条例第44号） 

１ 滋賀県立総合病院の業務内容について、短期入所に関することを追加することとしました。（別表第１関係） 

２ 短期入所に係る使用料を設定することとしました。（別表第３関係） 

３ その他 

(1) この条例は、令和８年４月１日から施行することとしました。 

(2) その他必要な規定の整理を行うこととしました。 
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